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団体申請をして合算書・領収書を出力する方法 （予防技術検定） 

 

＜合算書・領収書について＞ 

 団体申請では、「合算書」及び「領収書」が発行されます。 

・ 合算書の宛名は、団体コードで登録されている消防本部等の名前及び団体担当者氏名

となります。 

・ 領収書の宛名は、受検者の個人名となります。 

・ 上記名称及び宛名は、どちらも変更することはできません。 

 合算書及び領収書の発行期間は、試験日の翌日から翌年度末までです。 

 団体申請では、代表者が一括してダウンロードを行います。 

 発行方法は、次ページをご覧ください。 

 

合算書（イメージ） 領収書（イメージ） 

  

 

 

 

  

（上段）消防本部名 

（下段）団体代表者名 

 が入ります。 

受検者の個人名 

が入ります。 
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① （一財）消防検定研究センターのホームページ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①当センターのホームページ

（https://www.shoubo-shiken.or.jp/）より 

トップページにある、 

をクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

をクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出力方法 
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② 電子申請トップ 

 

③ 一括ダウンロードを押下 

 
④ 必要事項を入力 

 
 

 

② 電子申請トップページを開く 

を押下 

※ 領収書の発行期間は、試験日の翌

日から翌年度末までです。 

※ 代表者が一括してダウンロードし

てください。 

③ 一括ダウンロードを押下 

 

を押下 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ 必要事項を入力 

以下を入力してください。 

 

 団体電子申請受付番号 

 団体登録した都道府県 

 団体コード 

 団体確認キー 

 団体代表者キー 

 

を押下 
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⑤ パスワード入力 

 

 

⑤ パスワード入力 

情報保護のため、ダウンロードの際は 

パスワードが必要になります。 

パスワードは消防検定研究センターの

本部にお問い合わせください。 

 予防技術検定担当 ☏050-3803-9298 
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⑥ 合算書・領収書 

＜合算書＞ 

 

＜領収書＞ 

 

⑥ 合算書・領収書 

  合算書及び領収書が出力されます。 

 合算書が最初に出力されます。 

（１申請で分割決済した単位で内訳が

出力されます。） 

 続いて、領収書が出力されます。 

（領収書は、受検者単位です。） 

 

＜注意事項＞ 

・ 合算書の宛名は、団体コードで登録され

ている消防本部等の名前及び団体担当

者氏名となります。 

・ 領収書の宛名は、受検者の個人名とな

ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

受検者の個人名 

（上段）消防本部名 

（下段）団体代表者名 


